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※備考

閉 栓 時 指 針

  最   上   町   長   殿

前 回 検 針 指 針

開 栓 方 法 止水栓 ＫＲ 共に無し

なし 公共下水 農集排 浄化槽

整 理 番 号 メ ー タ ー 番 号

※以下係員記入欄

使 用 区 分 下 水 区 分広水

止 水 希 望 時 間 帯   午前   ・    午後             時     頃  (希望が無ければ記入不要)

電 話 番 号                                  (                  )

最上町給水条例第19条により下記住宅(施設)の閉栓を申し込みます。

閉 栓 施 設 住 所   最上郡 最上町 大字 

使 用 者 氏 名                                                印

電 話 番 号                                  (                  )

(申請者欄と記入内容が同じ場合は記入不要です)

止 水 希 望 日   令和            年             月            日

閉   栓   申   込   書

申込日  :  令和            年            月          日

申 請 者 住 所

申 請 者 氏 名                                                                 印

◎給水を再開する際は、必ず役場建設水道課住宅水道室で手続きをしてください。職員が開栓にうか

がいます。無断で水を使用することは「盗水」に該当し、最上町給水条例第34条により過料が科せられ

ます。

◎閉栓申込時に、手数料(２，５００円+消費税)が必要となります。


